
計 量 行 政 概 要

令 和 ４ 年 度
（令和３年度実績）

和歌山県商工観光労働部商工労働政策局

商工観光労働総務課



ま え が き

私 た ち の 社 会 生 活 の 中 で は 、 水 道 ・ ガ ス ・ 電 気 な ど の 使 用 量 や 食

、料 品 の 計 量 な ど 取 引 又 は 証 明 と い う 様 々 な 計 量 行 為 が 行 わ れ て お り

消 費 者 利 益 の 確 保 の た め に は 、 取 引 に 際 し て の 計 量 の 適 正 化 を 図 る

必 要 が あ り ま す 。

こ の た め 、 計 量 法 で は 、 計 量 単 位 の 設 定 、 正 確 な 計 量 器 の 供 給 確

保 、 適 正 計 量 の 推 進 、 内 容 量 等 の 適 正 表 示 な ど 各 方 面 に わ た っ て 統

一 的 な 計 量 制 度 を 設 け て い ま す 。

当 課 で は 、 こ の 計 量 法 に 基 づ き 特 定 計 量 器 の 検 定 ・ 検 査 、 立 入 検

査 等 各 種 の 事 業 を 行 っ て い ま す 。

こ の 「 計 量 行 政 の 概 要 」 は 令 和 ３ 年 度 に 実 施 し た 計 量 業 務 の 実 績

な ど に つ い て ま と め た も の で 、 関 係 各 位 の 参 考 資 料 に ご 活 用 い た だ

け れ ば 幸 い に 存 じ ま す 。

今 後 と も 本 県 計 量 行 政 に 対 す る 一 層 の ご 理 解 と ご 協 力 を よ ろ し く

お 願 い 申 し 上 げ ま す 。

令 和 ４ 年 ７ 月

和歌山県商工観光労働総務課長
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第 １ 章 総 説

１．沿 革

明治初年廃藩置県後、明治８年度量衡取締条例制定とともに度量衡業務が各県において開始

され、次の変遷を経て今日に至っています。

明治 ８年 ８月 度量衡取締条例が制定された。

２４年 ３月 度量衡法（法律第３号）が公布された。

２６年 １月 度量衡法が施行され、和歌山市西汀丁１・県庁に度量衡検定所を設置し

た。

昭和１３年 ３月 和歌山市小松原通１丁目に県庁移転、同時に度量衡検定所も移転した。

（木造平屋建１６５㎡）

２０年 ７月 戦災により焼失

２４年 １月 木造平屋建で新築した （１５３．７㎡）。

２６年 ６月 計量法（法律第２０７号）が公布された。

２７年 ９月 計量検定所を設置した。

４１年１１月 タクシーメーター走行検査場を和歌山市小倉・県工業試験場敷地内に設

置した。

４２年 １月 県庁北別館建設に伴い、計量検定所が１階に移転した。

５１年 ８月 かいに指定され、出納員を置いた。

平成 ３年 ６月 タクシーメーター検査場を和歌山市小倉・県工業技術センター敷地内か

ら和歌山市西河岸町へ移転した。

４年 ５月 計量法（法律第５１号）が公布された。

５年１１月 計量法が施行された。

１２年 ４月 機構改革により計量検定所を廃止し商工労働総務課計量指導班となる。

１５年 ４月 組織改正により商工政策局商工労働総務課計量指導班となる。

１９年 ４月 組織改正により商工政策局商工観光労働総務課計量指導班となる。

２０年 ４月 組織改正により商工労働政策局商工観光労働総務課計量指導班となる。

２．建物等

（事務所） 郵便番号 〒６４０－８５８５

所 在 地 和歌山市小松原通一丁目１番地

電 話 （０７３）４３２－４１１１ （内線）２７１３・２７１４

（０７３）４４１－２７１３ （直通）

（０７３）４３２－４４０９ （ＦＡＸ）

（分室）タクシーメーター走行検査場・検定検査室（仮設）

所 在 地 和歌山市西河岸町地先

敷地面積 ８２０．８㎡ 建物面積 １１４．５㎡
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３．所掌事務

商工観光労働総務課は、和歌山県行政組織規則第６条に基づいて設置されています。

計量指導班の所掌事務は、計量法第７０条の規定による計量器の検定業務や計量法第１４８

条の規定による立入検査業務等となっており、適正計量の実施を確保するため、次の事務を行

っています。

① 特定計量器の製造、修理事業及び販売事業の届出に関すること。

② 計量証明事業の登録に関すること。

③ 適正計量管理事業所の指定及び指導に関すること。

④ 計量器の検定に関すること。

⑤ 基準器の検査に関すること

⑥ 特定計量器の定期検査及び立入検査に関すること。

⑦ 計量に関する指導及び計量思想の普及に関すること。

⑧ 指定製造事業者に関すること。

⑨ 商品量目立入検査及び指導に関すること。

⑩ その他計量に関すること。

４．組 織

商 工 観 光 労 働 部

商 工 労 働 政 策 局

商工観光労働総務課

課 長 副課長 計量指導班

４名
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注) 証紙過貼付の還付額を含むため、検査実績等の数値との間に相違あり。

事
業
関
係
手
数
料
(ｱ)

令和２年度 令和３年度令和元年度

(金額単位：円)

計量証明事業の登録 1 53,800 53,800

５．決算
 (1) 歳入決算額

 
　　　　　　　　　　　年　　度

　　項　　目

う
ち

620 1,301,450

1

特
定
検
査
手
数
料
(ｲ)

1 53,800

4 7,000 4 7,000 1 1,750計量証明事業登録証の訂正

計量証明事業登録証の再交付

適正計量管理事業所指定

適正計量管理事業所検査

各　種　証　明

  小　　　　計

0 0

0 0 0 0 0

0

5 12,750 6 15,300 3 7,650

2 3,500 0

0

19 7,790 12 4,920 19 7,790

81,020 24 70,990

検　　　定 2,125 2,461,650 1,978 2,367,000

31

2,173,850

1,489 1,042,300 1,334 933,800 1,269 888,300

1,153,100

16 117,900 18 136,850 28 132,450

626 1,296,350

タクシーメーター

燃料油メーター

質量計他

基準器検査

環境計量器検査

小型はかり定期検査

大型はかり定期検査・計量証明検査

329 377,590 470 784,750 343

2,907 2,088,000 3,859 2,141,400

584,170

16 1,302,000 5 422,900 13 771,900

2,200,200

129 2,744,900 101 2,033,200 135 2,914,800

9,424,400

  小　　　　計 5,506 8,974,140 6,413 7,749,250 5,170

   納　　付　　金　(ｳ)

 合　 計　(ｱ)+(ｲ)+(ｳ)

金額

5,537 9,729,360 6,436 8,536,450

8,644,920

670,380 706,180 708,490

5,194

件数 金額 件数 金額 件数

2,828

554

1,851

84,840 23

※

※
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 (2) 歳出決算額

     （款）商工費（項）工鉱業費（目）計量検定費 　　　　　（単位：円）

 
                   年　　度
　科　　目

令和元年度 令和２年度 令和３年度

　賃     金 0 0

　旅     費

　需 用 費

 　　　消 耗 品 費

 　　　印 刷 製 本 費

 　　　光 熱 水 費

 　　　修 繕 費

　役 務 費

 　　　通 信 運 搬 費

       保 管 料

 　　　手 数 料

　委 託 料

　使用料及び賃借料

　備 品 購 入 費

　負担金、補助及び交付金

       負 担 金

　     交 付 金

合        計

108,000

899,110

93,489

1,457,996

1,226,084

900,100 785,800

1,165,381 1,020,274 619,305

96,505 113,135 100,126

49,489 69,179

450,000 405,000 450,000

525,387 452,650 0

557,700 944,240

74,952 0 70,950

156,960 158,400 158,400

399,300 714,890

4,706,090 3,693,250 4,921,400

342,221 352,477 360,404

595,433 321,548 359,675

1,242,000 396,000 0

611,433 337,548 375,675

　報 償 費 0 32,400 75,600

10,532,231 7,289,749 8,082,424

16,000 16,000 16,000
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第 ２ 章 業 務 内 容

１．計量関係事業の登録（届出）

(1) 計量関係事業の登録（届出）

適正な計量を確保するため、特定計量器の製造事業を行おうとする者は経済産業大臣、修

理・販売事業を行おうとする者は、知事への届出が必要です。

なお、計量証明事業を行おうとする者にあっては知事への登録が必要です。

現在の事業届出及び登録状況は、次のとおりです。

≪事業届出及び登録状況≫

（令和4年3月31日現在)

事業種類 届出及び登録件数 事業区分別件数

(根拠法令) （届出及び登録者数）

製 造 １６ 質量計 ２ ホッパースケール １

（６） 分銅等 １ 充塡用自動はかり ４

（法第40条） ガスメーター ２ 自動捕捉式はかり １

圧力計 ２ その他の自動はかり１

水道メーター ２

修 理 ３９ ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ ３ 質量計 ９

（１７） 分銅等 ３ 自重計 ４

（法第46条） 圧力計 ４自動車等給油ﾒｰﾀｰ １

１ ４小型車載燃料油ﾒｰﾀｰ 濃度計

２ホッパースケール ２ コンベヤスケール

２ ２充塡用自動はかり 自動捕捉式はかり

２その他の自動はかり

販 売 １４６ 質量計 １４６
（法第51条）

計量証明 ９１ 質量 ６９ 濃度 １１
（法第107条） （７６） ３ ４体積 振動加速度ﾚﾍﾞﾙ

音圧ﾚﾍﾞﾙ ４

(2) 適正計量管理事業所の指定

計量器を使用している事業所で、取引又は証明を目的として使用している計量器の検査が

できる設備とその資格を持った計量士を置き、計量管理を自主的に推進する事業所は、経済

産業大臣又は知事の指定を受けることができます。(法第127条)

この指定を受けると、知事又は特定市町村長（本県では和歌山市長のみ）の行う計量器の

定期検査を受ける義務は免除されるとともに、対外的に信用を増す等の利点があります。

令和2年3月31日現在の指定状況は、次のとおりです。

≪適正計量管理事業所指定の状況≫

知事指定事業所数
※指定の事業所については

P.23一覧表参照５３１
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件数
手数料
（円）

件数
手数料
（円）

件数
手数料
（円）

              検 定 証 印          装置検査証印       検定有効年・月　検定証印  装置検査証印   検定有効年・月

   2022・5
 
 

2

環境計量士(濃度) 4

　           年度
 区分

一般計量士 0 1

5

環境計量士(騒音・振動)

合　　計

1

3

3,500

1 2

1

令和２年度 令和３年度

0

0

1

  検定に合格した特定計量器には、次のような検定証印等と検定の有効期間が附されます。

  　計量証明事業者、適正計量管理事業所の登録・指定等に関する最近３ヵ年の取扱件数は、次

　表のとおりです。（法第107条、127条）

53,800

0

合　　計

計
量
証
明

53,800

令和元年度

(4) 計量士

7,000

(3) 登録等の取扱件数

　　　　　　年　　　度

　区　　　分

00

訂　　正

再 交 付

1

0

令和３年度

12,7505

令和元年度

2

新規登録

登記簿謄本交付

1

適正計量管理事業所指定

7

4

15,300

4

6

0 0

適正計量管理事業所検査

計

00

64,300

0

2 55,550

　  計量士は、計量器の安全整備、計量の正確性の保持、計量方法の改善その他適正な計量の実

　施を確保するために必要な措置を講じることを職務とするものであって、計量士になろうとす

　るものは、計量士の区分に従い経済産業大臣の登録を受けなけれなりません。（法第122条）

12

令和２年度

0 0

5 60,800

53,800

0 0

77,050

7,000

11

0

1

76,100

0

  商取引又は証明に使用する特定計量器は、検定を受け、これに合格したものでなければ使用する

ことができません。 （法第16条）

  検定は、特定計量器の種類により経済産業大臣・都道府県知事・日本電気計器検定所及び指定検

定機関がそれぞれ実施していますが、そのうち一般に使用される特定計量器については、都道府県

知事が行っています。（法第70条）

≪最近３ヵ年の計量士登録件数≫

　 ２．特定計量器の検定

≪年度別取扱実績≫

5 63,200

3 7,650

0

1,750

（注）２０２２年５月末ま

での 有効期間を表します。

- 6 -



なお、特定計量器によっては検定等の有効期間が定められており、次に示す特定計量器は

この期間を経過した場合に改めて検定等を受けなければなりません。

≪検定等の有効期間一覧表≫

特 定 計 量 器 有効期間 備 考

タクシーメーター １年

水道メーター ８年

温水メーター ８年

イ．自動車の燃料ﾀﾝｸ等に燃料油を充填するための機構燃料油メーター ７年

を有するものであって、給油取扱所に設置するもの

ロ．イに掲げるもの以外のもの５年

液化石油ガスメーター ４年

イ．計ることができるガスの総発熱量が１立方ﾒｰﾄﾙにガスメーター １０年

つき90ﾒｶﾞｼﾞｭｰﾙ未満であって、使用最大流量が16立

方ﾒｰﾄﾙ毎時以下のもの（都市ｶﾞｽ用）

ロ．計ることができるガスの総発熱量が１立方ﾒｰﾄﾙに１０年

つき90ﾒｶﾞｼﾞｭｰﾙ未満であって、使用最大流量が６立

方ﾒｰﾄﾙ毎時以下のもの（液化石油ｶﾞｽ用）

ハ．イ又はロに掲げるもの以外のもの７年

積算熱量計 ８年

イ．電子式のもの最大需要電力計 ７年

ロ．イに掲げる以外のもの５年

イ．定格電圧が300ﾎﾞﾙﾄ以下の電力量計（変圧器ととも電力量計 １０年

に使用されるもの及びロ(2)のものを除く ）。

ロ．定格電圧が300ﾎﾞﾙﾄ以下の電力量計のうち次のもの７年

(1)定格１次電流が120ｱﾝﾍﾟｱ以下の変流器とともに使

用されるもの(定格１次電流が300ﾎﾞﾙﾄを超える変圧

器とともに使用されるものを除く ）。

(2)定格電流が20ｱﾝﾍﾟｱ又は60ｱﾝﾍﾟｱのもの

ハ．イ又はロに掲げるもの以外のもの５年

イ．電子式のもの無効電力量計 ７年

ロ．イに掲げる以外のもの５年

照 度 計 ２年

騒 音 計 ５年

振動レベル計 ６年

イ．ガラス電極式水素イオン濃度検出器濃 度 計 ２年

ロ．ガラス電極式水素イオン濃度指示計６年

ハ．イ及びロに掲げるもの及び酒精度浮ひょう以外の８年

もの
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               基準器検査証印　　

種　　類 令和元年度 令和２年度 令和３年度

検査個数 0 0 1

不合格数 0 0 0

手数料（円） 0 0 7,800

検査個数 25 100 61

不合格数 0 0 0

手数料（円） 89,400 399,900 261,000

検査個数 127 201 136

不合格数 0 0 0

手数料（円） 95,980 150,760 101,460

検査個数 172 161 138

不合格数 0 0 0

手数料（円） 100,410 96,490 85,110

検査個数 2 2 0

不合格数 0 0 0

手数料（円） 27,200 27,200 0

検査個数 3 6 7

不合格数 0 0 0

手数料（円） 55,200 110,400 128,800

検査個数 0 0 0

不合格数 0 0 0

手数料（円） 0 0 0

検査個数 0 0 0

不合格数 0 0 0

手数料（円） 0 0 0

検査個数 329 470 343

不合格数 0 0 0

手数料（円） 368,190 784,750 584,170

１級基準分銅 (F-2)

２級基準分銅 (M-1)

３級基準分銅 (M-2)

合　　計

基準タンク

基準湿式ガスメーター

基準面積板

タクシーメーター
装置検査基準器

　 ≪最近３ヵ年の基準器の検査実績≫       

  　 基準器は、計量器の検定・検査用のほか、計量器の製造・修理事業者及び適正計量管理事

 　業所の指定を受けたものが、計量器の正確度をチェックするため設置が義務づけられている

　 もので、高い精度が要求されるので慎重に取り扱われています。（法第102条）

　　 基準器検査は、基準器の区分により経済産業大臣・都道府県知事又は日本電気計器検定所

 　がそれぞれ実施していますが、そのうち基準分銅・基準台はかりの一部、タクシーメーター

　 用基準器及び基準ガスメーターの一部については、都道府県知事が行っています。

  　 なお、基準器検査に合格した基準器には、次の基準器検査証印が附されます。

　　 また、有効期限については基準器に表示せず「基準器検査成績書」に記載されます。

３．基準器検査

基準台手動はかり

- 9 -



検査個数 33 22 37

うち不合格数 0 1 1

 手数料(円) 936,900 598,400 1,060,200

検査個数 1 0 0

うち不合格数 0 0 0

 手数料(円) 29,800 0 0

検査個数 4 0 5

うち不合格数 0 0 1

 手数料(円) 90,800 0 113,500

検査個数 1 0 1

うち不合格数 0 0 0

 手数料(円) 37,300 0 37,300

検査個数 0 0 0

うち不合格数 0 0 0

 手数料(円) 0 0 0

検査個数 2 1 1

うち不合格数 0 0 0

 手数料(円) 50,600 25,300 25,300

検査個数 2 2 2

うち不合格数 0 0 0

 手数料(円) 410,300 211,400 211,400

検査個数 2 0 0

うち不合格数 0 0 0

 手数料(円) 186,200 0 0

検査個数 2 0 2

うち不合格数 0 0 0

 手数料(円) 242,400 0 198,200

検査個数 1 0 0

うち不合格数 0 0 0

 手数料(円) 98,200 0 0

検査個数 2 2 2

うち不合格数 0 0 0

 手数料(円) 186,200 186,200 186,200

検査個数 50 27 50

うち不合格数 0 1 2

 手数料(円) 2,268,700 1,021,300 1,832,100

４．特定計量器の検査・取締
 (1) 計量証明事業者の使用計量器検査

ガラス電極式水素イオン
濃度指示計

振動レベル計

令和２年度

質
量
計

電気抵抗線式はかり

合　　計

種　　類

その他の手動はかり

性能が普通である旨の表
記のある騒音計

令和元年度

化学発光式窒素酸化物濃
度計

磁気式酸素濃度計

非分散型赤外線式一酸化
炭素濃度計

非分散型赤外線式二酸化
硫黄濃度計

ジルコニア式酸素濃度計

濃
度
計

性能が高い旨の表記のあ
る騒音計

騒
音
計

     計量証明事業者は、計量証明に使用する計量器については、定められた年数毎に都道府県

　 知事の検査を受けなければなりません。（法第116条）

≪計量証明事業使用計量器の検査実績≫

令和３年度
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(2) 特定計量器の定期検査

令和３年度 令和４年度

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

令和２年度 令和３年度

検査個数 3,859 2,828

手数料(円) 2,141,400 2,200,200

検査個数 79 98

手数料(円) 1,434,800 1,854,600

検査個数 3,938 2,926

手数料(円) 3,576,200 4,054,800

令和元年度

〇
４町１村　 那智勝浦町・太地町・串本町

大
型

合
計

3,002

3,866,200

≪最近３ヵ年の定期検査実績≫

2,907小
型 2,088,000

西牟婁郡

６町　　   美浜町・日高町・由良町・日高川町

           みなべ町・印南町

３町   　　白浜町・上富田町・すさみ町

日 高 郡 〇

           古座川町・北山村
東牟婁郡

海 草 郡 １町     　紀美野町

伊 都 郡 ３町　　   かつらぎ町・九度山町・高野町

有 田 郡 ３町       湯浅町・広川町・有田川町

田 辺 市 偶数年度　田辺市本宮町　奇数年度　田辺市（本宮町を除く）

新 宮 市

岩 出 市

海 南 市

有 田 市

御 坊 市

95

1,778,200

　　計量器の定期検査は、取引又は証明に使用する計量器のうち、はかり・分銅・おもりを対象と

　して、下記の８市２０町１村において２年に１回実施しています。（法第19条）

 （和歌山市は特定市であり独自で検査を実施しています。）

　　定期検査は、知事が指定した期日・場所で行うものと、計量器が土

　地・建物に取り付けられている場合は、その所在場所で実施します。

　　この検査に合格したものには合格ラベルを、不合格になったものに

　は検定証印を抹消し不合格ラベルを貼るとともに、修理・廃棄等の事

　後処理を指導し、不合格計量器の使用防止を図っています。

≪定期検査実施市町村≫

備　　考

橋 本 市

紀の川市

定期検査合格ラベル
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項目

市町村名

橋 本 市

御 坊 市

田 辺 市

市 合 計 ( ｱ )

か つ ら ぎ 町

九 度 山 町

高 野 町

伊 都 郡 合 計

美 浜 町

日 高 町

由 良 町

日 高 川 町

み な べ 町

印 南 町

日 高 郡 合 計

白 浜 町

上 富 田 町

す さ み 町

西 牟 婁 郡 合 計

郡 合 計 ( ｲ )

持 込 検 査 ( ｳ )

小型はかり合計
(ｱ) + (ｲ) + (ｳ)

大型はかり合計

総 合 計 日 人 ヵ所 戸 個 個 個 個 個 個 ％ 円2,186 4,054,800740 2,926 3 0 3 0.10

0 0.00 1,854,600

74 166 176 1,248

98 98 028 56 95 95

2,828 3 0 3 0.11 2,200,200

0

46 110 81 1,153 2,088 740

0 0 0 0 0 -

0.16 1,099,100

0 0

998 270 1,268 2 0 2

0 0.00 326,350

27 61 46 562

288 75 363 0 08 18 12 166

65 0 0 0 0.00 38,300

129,050

2 4 3 26 35 30

0

0 0 0.00

0 0.00 159,000

2 5 2 52 117 45 162 0

0

2 0.35 546,200

4 9 7 88 136 0 136

68,750

13 29 24 280 482 90 572 2 0

5 59 0 0 0 0.00

0.45 221,350

2 5 5 32 54

195 25 220 1 0 1

0.73 134,400137

4 10 6 113

3 6 7 72

44 0 0.0020

1 0127 10 1

023

47,700

27,000

2 4 3 28 64 0 0

0.00

0.00 47,0000

43 0 01 2 2 12

39 10 49 0 0

20

0 0.00 226,550

1 2 1 23

228 105 333 0 06 14 10 116

42 0 0 0 0.00 42,450

41,400

1 2 2 20 37 5

20 58 0 0 0 0.00

0 0 0 0.00 142,700

1 2 1 29 38

1 0.06 1,101,100

4 10 7 67 153 80 233

539,600

19 49 35 591 1,090 470 1,560 1 0

180 740 0 0 0 0.0010 26 22 286 560

3084 11 7 154 0 1

0 0.00 249,8000

0.21 311,700

222 120 342 0

1170 478

5 12 6 151

不合格個数の内訳
合　計

不合格率
検査手数料

はかり 分銅類 はかり 分銅類 ％

令和３年度　定期検査実績 （市町村別）

検査日数検査人員 検査場所 受検戸数
検査個数の内訳

合　計
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検査個数 不合格数 検査個数 不合格数 検査個数 不合格数

電気式はかり 1,412 0 673 0 1,526 0

手動天びん 0 0 0 0 0 0

等比皿手動はかり 0 0 0 0 0 0

棒はかり 0 0 0 0 0 0

その他の手動式はかり 2 0 9 0 2 0

ばね式はかり 145 0 11 0 137 0

手動指示併用はかり 0 0 0 0 0 0

その他の指示はかり 0 0 1 0 0 0

小　　　　計 1,559 0 694 0 1,665 0

分銅 0 0 0 0 0 0

定量おもり 0 0 0 0 0 0

定量増おもり 0 0 30 0 0 0

小　　　　計 0 0 30 0 0 0

合　　　　計 1,559 0 724 0 1,665 0

(3) 定期検査に代わる計量士による検査

令和３年度令和元年度

　  知事が行う定期検査に代わり計量士が行う検査（法第25条）で、特定市である和歌山市

  を除く、県内の実施状況は次のとおりです。

令和２年度
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　ア．商品量目の立入検査

不足 (％) 不足 (％) 過量 (％) 勧告 公表 命令

食肉 10 0 0.0 187 182 0 0.0 5 2.7 0 0 0

食肉の加工品 1 0 0.0 20 20 0 0.0 0 0.0 0 0 0

魚介類 9 0 0.0 145 141 0 0.0 4 2.8 0 0 0

魚介類の加工品 3 0 0.0 28 28 0 0.0 0 0.0 0 0 0

野菜 5 0 0.0 75 75 0 0.0 0 0.0 0 0 0

野菜の加工品 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0

農産物の漬物 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0

果実 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0

果実の加工品 1 0 0.0 5 5 0 0.0 0 0.0 0 0 0

調理食品 3 0 0.0 24 24 0 0.0 0 0.0 0 0 0

つくだに 1 0 0.0 8 8 0 0.0 0 0.0 0 0 0

その他の調理食品 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0

茶類 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0

菓子類 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0

精米及び精麦 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0

穀類 1 0 0.0 20 20 0 0.0 0 0.0 0 0 0

穀類の加工品 1 0 0.0 10 10 0 0.0 0 0.0 0 0 0

めん類 1 0 0.0 14 14 0 0.0 0 0.0 0 0 0

調味料類 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0

その他 4 0 0.0 27 27 0 0.0 0 0.0 0 0 0

非特定商品 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0

合計（延べ戸数） 40 0 0.0 563 554 0 0.0 9 1.6 0 0 0

合計（実戸数） 11 0 0.0

(4) 立入検査

不適正個数不適正戸数
検査戸数 正量

　

商品分類

  　  商店におけるパック詰め商品等の内容量及び計量方法等について検査を行います。

　　 （法第10～15条）

処理件数

    消費者に不利益を及ぼす諸要素を排除し、取引の安全を図るため、商店、工場、事業者等に対し、

　立入検査を行っています。（法第148条）

      ※立入検査については、平成２２年４月より県から市町村へ権限を移譲し、年２回実施していま

　　　　すが、令和３年度は下記の市町村で実施しました。

　　　　　　　　　　　　　前期及び後期の合算

      実施市町村・・・岩出市・湯浅町・新宮市・九度山町・美浜町・日高町・由良町・
              　      那智勝浦町・古座川町

　　　　　　　　※和歌山市は特定市であり、独自で検査を実施しています。

≪令和３年度立入検査実績 (正味量表記商品)≫

  　  実施時期　前期：令和３年７月２８日～令和３年８月２４日まで

検査個数

  　　　　　    後期：令和３年１０月２２日～令和３年１２月２２日まで
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イ．特定計量器の立入検査

燃料油メーター取扱所（ガソリンスタンド等 、石油ガスメーター取扱所、水道メ）

ーター事業所に対して、器差及び有効期限等について立入検査を行います。検査結果

については、次のとおりです。

ａ.燃料油メーター取扱所

(令和３年度実績)

立入検査実施事業者数 ： ２３事業者

違反事業者数 ： １１事業者

検 査 検 査 延 検 査 不適正 不適正 検 査 不適正 不適正理由別個数不適正

日 数 べ人数 戸 数 戸 数 率(%) 個 数 個 数 器差 期限切 構造 封印等率(%)

3 6 23 11 47.83 247 55 22.27 － 55 － －

ｂ.石油ガスメーター取扱所

(令和３年度実績)

立入検査実施事業者数 ： ３７事業者

違反事業者数 ： １６事業者

検 査 検 査 延 検 査 不 適 正 不 適 正 検 査 不 適 正 不適正理由別個数不適正

日 数 べ人数 戸 数 戸 数 率(%) 個 数 個 数 器差 期限切 構造 封印等率(%)

8 16 37 16 43.24 550 3.2 － 550 － －17,135

ｃ.水道メーター事業所

(令和３年度実績)

立入検査実施事業者数 ： ７事業者

違反事業者数 ： ４事業者

検 査 検 査 延 検 査 不適正 不適正 検 査 不適正 不適正理由別個数不適正

日 数 べ人数 戸 数 戸 数 率(%) 個 数 個 数 器差 期限切 構造 封印等率(%)

2 4 7 4 57.2 809 1.32 － 809 － －61,408

ウ．計量関係事業者等への立入検査

製造事業者、修理事業者、計量証明事業者、適正計量管理事業所に対して、計量法

に定められている規定の実施状況について立入検査を行います。検査結果(令和３年

度)については、次のとおりです。

不 適 正 理 由 別 個 数

事 業 種 検 査 検 査 延 検 査 不適正 登録内容 管理体制 検査制度 事業規程 その他

日 数 べ人数 戸 数 戸 数 等の不備 等の不備 等の不備 等の不備

2 4 2 0 － － － － －指定製造

0 0 0 0 － － － － －修理・製造

0 0 0 0 － － － － －計量証明 一般（ ）

0 0 0 0 － － － － －計量証明 環境（ ）

0 0 0 0 － － － － －適正管理

3 6 5 0 － － － － －販売
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５．計量思想の普及啓発･指導等
県民の計量思想を啓発し、適正な計量の普及促進を図るため、会議の開催、他下記事業を実施

しました。

(1) 計量取締り協議会

計量特定市（和歌山市）と協議会を開催し、計量関係業務の連絡調整を行いました。

実 施 日 時 令和３年８月１９日（木）１０：００～

実 施 場 所 和歌山市役所 東庁舎３F 第三会議室

１．令和３年度（令和２年度実績）事業報告等議 題
２．その他（意見交換等）

(2) 計量記念日事業

１１月１日の計量記念日を中心に次の行事を実施しました。

※計量記念日普及広報活動

○計量記念日ポスター、パンフレットの配布

○県庁内掲示板に計量記念日のポスターの掲示

○計量強調月間に係るラジオ放送（県庁だより）

(3) 主任計量者

計量証明に必要な知識経験を有することに関する基準（平成5年通商産業省告示第549号）

、 「 」 。に基づき 一般計量証明事業に携わる者を対象とした 主任計量者試験 を２回実施しました

令和３年度の実施結果は次のとおりです。

(単位 : 名)

実 施 年 月 日 受 験 者 数 合 格 者 数

第１回 令和３年８月２３日 ３ ３

第２回 令和４年２月９日 ３ ３

計 ６ ６
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６．登録（届出）等事業者一覧
令和２年度末現在の製造・修理・販売及び計量証明事業の登録（届出）事業者、並びに適正

計量管理事業所の指定事業所は、次のとおりです。

【 製 造 事 業 者 】
届出件数 １４件（届出者数 ５件）

氏 名 又は 名 称 事業所の所在地 届 出 区 分

１ (株)畑山製衡所 和歌山市禰宜瓜畑 質量計１・２類、分銅等
圧力計１・２類
充塡用自動はかり
自動捕捉式はかり
その他の自動はかり

２ アズビル金門ｴﾅｼﾞｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ(株)和歌山工場 御坊市塩屋町 ガスメ－タ－１・２類

３ (株)ニッコク関西工場 岩出市岡田 水道メ－タ－１・２類

充塡用自動はかりアイワ技研工業(株) 和歌山市金谷４

充塡用自動はかり５ (株)メイワ 紀の川市長田中

６ 東洋ライス（株） 和歌山市黒田 ホッパースケール
充塡用自動はかり

＊ｱｽﾞﾋﾞﾙ金門ｴﾅｼﾞｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ(株)和歌山工場及び(株)ﾆｯｺｸ関西工場は、指定製造事業者（法第

90条、経済産業大臣)の指定も受けている。
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【 修 理 事 業 者 】

届出件数 ３９件（届出者数１７件）

氏 名 又は 名 称 工場又は事業所の所在地 届 出 区 分

１ 有田交通(株) 和歌山市太田 タクシ－メ－タ－

２ (有)日米商会 和歌山市小松原 タクシーメーター

３ (株)庵田自動車商会 和歌山市梶取 自重計
田辺市新庄町
新宮市緑ヶ丘

４ (有)小川電気商会 有田川町徳田 自重計

５ (株)高柳電気サ－ビス 和歌山市二筋目 自重計

６ 日本製鉄(株) 和歌山市湊・海南市船尾 質量計１・２類、分銅等

７ 鎌田理化医療器(株) 和歌山市十番丁 濃度計

８ 和歌山イシダ(株) 和歌山市毛見 質量計１・２類
ホッパースケール
充填用自動はかり
コンベヤスケール
自動補足式はかり
その他の自動はかり

９ (有)和歌山計量器サ－ビス 海南市岡田 質量計１・２類、分銅等

10 平岡利巳 和歌山市狐島 自動車等給油メーター
小型車載燃料油メーター

11 東芝テックソリューションサー 和歌山市黒田 質量計１類
ビス(株)

12 アズビル(株) 和歌山市７番丁 圧力計１・２類

13 レイズネクスト(株) 有田市初島町浜 圧力計１・２類

14 (株)岡部メ－タ－商会 和歌山市湊御殿 タクシ－メ－タ－

15 (有)誠心理化 海南市岡田 質量計１・２類、分銅等
ホッパースケール
充填用自動はかり
コンベヤスケール
自動補足式はかり
その他の自動はかり

16 いすゞ自動車近畿(株) 和歌山市小豆島 自重計

17 (株)木内計測 和歌山市紀三井寺 濃度計１・２・３類

- 18 -



【 特定計量器販売事業届出者数 】
（市郡別質量計販売事業者数）

市町村名 届出者数

和歌山市 ３９

海 南 市 ６

橋 本 市 ７

有 田 市 ２

御 坊 市 １０

田 辺 市 １０

新 宮 市 ３

紀の川市 ２

岩 出 市 ６

海 草 郡 １

伊 都 郡 ３

有 田 郡 １０

日 高 郡 ９

西牟婁郡 ６

東牟婁郡 ４

和歌山県外 ２８

合 計 １４６
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【 計 量 証 明 事 業 者 】

登録件数９１件（登録者数７６件）

氏 名 又は 名 称 事業所の所在地 登 録 区 分

１ 和歌山プレス(株) 和歌山市狐島 質量にかかる証明

２ ENEOS和歌山石油精製(株) 海南市藤白 質量にかかる証明

３ (一社)全日検 和歌山市湊 体積にかかる証明

４ 築野食品工業(株) 質量にかかる証明かつらぎ町丁の町 3か所

５ (一社)日本海事検定協会 和歌山市松江西 体積・質量にかかる証明

６ (一社)日本貨物検数協会 和歌山市築港 体積にかかる証明

７ (株)古勝 有田川町天満 質量にかかる証明

８ 安田金属興業(株) 質量にかかる証明和歌山市 梶取・小雑賀

９ 菊本博之 和歌山市元町奉行丁 質量にかかる証明

10 木村金属工業(株) 有田川町小島 質量にかかる証明

11 大岩石油(株) 和歌山市湊青岸 質量にかかる証明

12 コスモ石油ルブリカンツ(株) 海南市下津町下津 質量にかかる証明

13 (株)はまだ 紀の川市中井阪 質量にかかる証明

14 (有)井上金属リサイクル 和歌山市塩屋 質量にかかる証明

15 (一社)和歌山県薬剤師会 和歌山市雑賀屋町 濃度にかかる証明

16 (有)和歌山アナライズ 岩出市山 濃度にかかる証明

17 和建技術(株) 和歌山市紀三井寺 濃度・音圧レベル・振動加
速度レベルにかかる証明

18 協同組合中紀環境科学 湯浅町湯浅 濃度にかかる証明

19 東亜生コン(株) 有田市初島町里 質量にかかる証明

20 (株)資源開発 田辺市文里 質量にかかる証明

21 (株)栗山商店 和歌山市川辺 ２ヶ所 質量にかかる証明

22 (株)キワ 和歌山市土佐町 質量にかかる証明

23 浅川組運輸(株) 和歌山市湊薬種畑の坪 質量にかかる証明

24 (株)ライオンズ興産 海南市下津町方 質量にかかる証明

25 (有)ナンカイモ－タ－ス 和歌山市向 質量にかかる証明

26 日鉄住テクノロジ－(株) 和歌山市湊 濃度・音圧レベル・振動加
速度レベルにかかる証明

27 ミナベ化工(株) みなべ町気佐藤 質量にかかる証明

28 (株)松田商店 和歌山市西河岸町 質量にかかる証明

29 南海化学（株） 和歌山市 小雑賀・湊 質量にかかる証明

30 大東コンクリート(有) 岩出市溝川 質量にかかる証明

31 エコ和歌山(株) 田辺市稲成町 濃度にかかる証明

32 めらリサイクル(株) 和歌山市西浜 質量にかかる証明
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氏 名 又は 名 称 事業所の所在地 登 録 区 分

33 (株)貴志安商店 和歌山市雄松町 質量にかかる証明

34 西本照夫 橋本市高野口町小田 質量にかかる証明

35 (有)火の国産業 和歌山市西浜 質量にかかる証明

36 ワコウコンサルタント(株) 和歌山市和佐中 音圧レベル・振動加速度レ
ベルにかかる証明

37 重丸海運(有) 海南市日方 質量にかかる証明

38 (有)日置川清掃 白浜町大古 質量にかかる証明

39 (株)寺本建設 みなべ町谷口 質量にかかる証明

40 (株)湊 有田川町長田 質量にかかる証明

41 大栄環境(株) 紀の川市粉河 質量にかかる証明
御坊市塩屋町
和歌山市西浜

42 (株)まえだ住宅設備 橋本市神野々 質量にかかる証明

43 (株)杉本興業 和歌山市吐前 質量にかかる証明

44 (株)トップラン 和歌山市西浜 質量にかかる証明

45 (有)志場商店 白浜町才野 質量にかかる証明

46 合同リサイクルセンター(株) 有田川町吉見 質量にかかる証明

47 (株)サイエンス和歌山 海南市大野中 濃度にかかる証明

48 和歌山スチール協同組合 和歌山市本渡 質量にかかる証明

49 (株)木村商店 和歌山市下和佐 質量にかかる証明

50 (有)コーヨー 和歌山市西浜 質量にかかる証明

51 (株)玖保忠 和歌山市出島 質量にかかる証明

52 (株)サンコークリエイト和歌山 和歌山市栗栖 質量にかかる証明

振動加53 環境カンファレンス(株) 和歌山市砂山南 濃度・音圧レベル・
速度レベルにかかる証明

54 (株)ヴァイオス 紀の川市桃山町調月 質量にかかる証明

55 (株)蒲田嵩商店 上富田町朝来 質量にかかる証明

56 (有)浜口商事 和歌山市中島 質量にかかる証明

57 和歌山懸ヘルス工業(株) 紀の川市桃山町最上 質量にかかる証明

58 (株)産九 和歌山市湊 質量にかかる証明

59 (株)金村和男商店 和歌山市向 質量にかかる証明

60 和歌山代用燃料(株) 和歌山市西浜 質量にかかる証明

61 (有)小山金属 和歌山市福島 質量にかかる証明

62 (株)平成建機 和歌山市出島 質量にかかる証明

63 (有)はまゆう園 海南市大野中 質量にかかる証明

64 エコマネジメント(株) 和歌山市西浜 質量にかかる証明

65 和歌山県農業協同組合連合会 紀の川市桃山町調月 濃度にかかる証明
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氏 名 又は 名 称 事業所の所在地 登 録 区 分

66 (株)ケイ・エス・テクノロジー 橋本市紀ノ光台 濃度にかかる証明

67 紀和産業協業組合 橋本市隅田町 質量にかかる証明

68 (有)環境クリエイト 田辺市神子浜 濃度にかかる証明

69 阪和工業(株) 湯浅町吉川 質量にかかる証明

70 (株)前田商店 和歌山市冬野 質量にかかる証明

71 (有)楠見建材 和歌山市西浜 質量にかかる証明

72 (株)峠商店 和歌山市本渡 質量にかかる証明

73 (株)玉置建材 和歌山市本脇 質量にかかる証明

74 (株)蒲田辰商店 田辺市中芳養 質量にかかる証明

75 サンワ南海リサイクル(株) 和歌山市湊 質量にかかる証明

76 (株)エビスわかやま 和歌山市西浜 質量にかかる証明
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【 適正計量管理事業所 】

知事指定

氏 名 又は 名 称 事業所の所在地等 指定年月日 事業所数

日本郵便株式会社（県） 和歌山県内 平１９・１０・ １ ２４４
（和歌山市を除く）

日本郵便株式会社（特定市） 和歌山市内 平１９・１０・ １ ７３

日本製鉄(株) 関西製鉄所 和歌山市湊 昭２７・１１・ ８ １
海南市船尾 昭５５・ ８・ ９ １

日本通運(株) 和歌山支店 和歌山市内 昭２８・ ３・ ５ ４
海南市藤白 １
田辺市新庄町 １

和歌山県薬局協同組合 和歌山市内 昭２９・ ７・ ２
海南市内 １９５
海草郡内

ＥＮＥＯＳ(株)和歌山製油所 有田市初島町浜 昭３３・ ３・３１ １

コスモ石油ルブリカンツ(株)下津 海南市下津町下津 昭６１・ ４・ ４ １
工場

三菱電線工業(株) 箕島製作所 有田市箕島 昭３５・ ２・１８ １

花王(株) 和歌山工場 和歌山市湊 昭４４・ ７・２３ １

(株)近鉄百貨店 和歌山店 和歌山市友田町 昭５１・ ６・１９ １

イオンリテール(株)イオン新宮店 新宮市橋本 平１１・ ８・ ４ １

ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製(株) 海南市藤白 平 ４・ ４・ ７ １
海南工場

(株)三宝化学研究所 和歌山工場 和歌山市小雑賀 平 ５・１０・２８ １

パナソニック(株) 和歌山地区事 紀の川市打田 平１０・ ３・３１ １
業場

イズミヤ(株) 和歌山市新生町 平１５・ ５・１９ ２
和歌山市川辺 平２０・１０・２０

合 計 ５３１
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